
平
塚
市
都
市
計
画
審
議
会

は
、
本
市
が
定
め
る
都
市
計

画
に
関
す
る
事
項
、
意
見
等

お
よ
び
そ
の
他
市
長
が
必
要

と
認
め
る
事
項
を
諮
問
に
応

じ
て
調
査
、
審
議
す
る
た
め

に
設
置
さ
れ
て
い
ま
す
。

平
塚
市
都
市
計
画
審
議
会

条
例
は
、
都
市
計
画
審
議
会

の
組
織
お
よ
び
運
営
に
関
し

必
要
な
事
項
を
定
め
る
こ
と

を
目
的
に
、
昭
和
四
十
四
年

十
二
月
に
制
定
さ
れ
、
そ
の

後
、
都
市
計
画
法
の
改
正
に

よ
る
市
町
村
都
市
計
画
審
議

会
の
法
定
化
に
よ
り
、
平
成

十
二
年
三
月
に
改
正
さ
れ
現

在
に
至
っ
て
い
ま
す
。

今
回
、
都
市
計
画
に
関
し

て
必
要
な
事
項
を
調
査
審
議

す
る
に
当
た
り
、
市
民
の
意

見
を
本
市
の
都
市
計
画
に
反

映
さ
せ
、
市
民
と
の
協
働
の

ま
ち
づ
く
り
を
進
め
る
た
め
、

都
市
計
画
審
議
会
委
員
と
し

て
、
公
募
に
よ
る
市
民
委
員

を
選
任
し
、
委
員
の
定
数
を

一
五
人
以
内
か
ら
一
九
人
以

内
と
す
る
こ
と
、
ま
た
、
都

市
計
画
法
で
都
市
計
画
審
議

会
の
所
掌
事
務
に
つ
い
て

は
、
都
市
計
画
法
等
の
法
定

事
務
を
所
掌
す
る
と
規
定
さ

れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
条
例

で
再
規
定
す
る
必
要
が
な
い

た
め
所
掌
事
務
を
削
除
す
る

と
い
う
「
平
塚
市
都
市
計
画

審
議
会
条
例
」
の
一
部
改
正

が
市
長
か
ら
提
案
さ
れ
ま
し

平
成
十
六
年
市
議
会
六
月
定
例
会
は
、
六
月
四
日

か
ら
六
月
二
十
八
日
ま
で
、
会
期
二
五
日
間
で
開
催

し
ま
し
た
。

今
定
例
会
で
は
、
平
塚
市
民
セ
ン
タ
ー
に
お
け
る

事
務
室
の
使
用
許
可
面
積
が
縮
小
す
る
こ
と
に
伴
う

「
平
塚
市
民
セ
ン
タ
ー
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例
」
な
ど
条
例
の
一
部
改
正
の
議
案
が
三
件
、
真

田
・
北
金
目
地
区
や
真
田
地
区
の
公
共
下
水
道
施
設

の
設
置
に
伴
う
委
託
契
約
の
締
結
の
議
案
が
二
件
、

人
権
擁
護
委
員
推
薦
同
意
を
求
め
る
人
事
案
件
の
議

案
が
一
件
、
以
上
六
議
案
が
市
長
か
ら
提
案
さ
れ
、

五
議
案
を
原
案
ど
お
り
可
決
、「
平
塚
市
都
市
計
画
審

議
会
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
」
は
、
修
正
可

決
し
ま
し
た
。

議
員
提
出
の
会
議
案
で
は
、「
地
方
分
権
を
確
立

す
る
た
め
の
真
の
三
位
一
体
改
革
の
実
現
を
求
め
る

意
見
書
」
を
含
む
五
会
議
案
を
審
議
し
、
い
ず
れ
も

原
案
ど
お
り
可
決
し
ま
し
た
。

ま
た
、
平
塚
市
が
出
資
し
て
い
る
財
団
法
人
平
塚

市
開
発
公
社
な
ど
五
団
体
の
十
五
年
度
事
業
報
告
お

よ
び
収
支
決
算
と
十
六
年
度
事
業
計
画
お
よ
び
予
算

な
ど
八
件
の
報
告
も
あ
り
ま
し
た
。

都
計
審
条
例
の
一
部
改
正

原
案
の
定
数
増
部
分
は
認
め
ず
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た
。議

会
で
は
、
都
市
建
設
常

任
委
員
会
に
付
託
し
、
審
査

を
行
い
ま
し
た
。
同
委
員
会

で
は
、「
公
募
に
よ
る
市
民
委

員
の
選
任
」
は
行
う
が
、
委

員
の
定
数
は
現
行
の
一
五
人

以
内
と
す
る
修
正
案
が
提
出

さ
れ
、
こ
の
修
正
案
を
賛
成

多
数
で
可
決
し
ま
し
た
。
ま

た
、「
所
掌
事
務
の
削
除
」
は
、

全
員
異
議
な
く
可
決
し
ま
し

た
。こ

の
結
果
に
基
づ
き
本
会

議
最
終
日
に
委
員
会
審
査
報

告
が
行
わ
れ
、
採
決
の
結
果
、

②
真
田
地
区
に
お
け
る
公
共

下
水
道
施
設
の
設
置
事
業
委

託
契
約
、
三
億
四
七
九
万
円
、

平
塚
市
真
田
特
定
土
地
区
画

整
理
組
合
、
と
な
っ
て
い
ま

す
。議

会
で
は
、
本
議
案
を
全

員
異
議
な
く
可
決
し
、
こ
れ

ら
の
契
約
の
締
結
を
承
認
し

ま
し
た
。

委
託
契
約
締
結
を
承
認

真
田
地
区
な
ど
の
公
共
下
水
道
事
業

当
初
予
算
で
措
置
さ
れ
て

い
る
二
件
の
委
託
契
約
を
締

結
す
る
に
当
た
り
、
い
ず
れ

も
予
定
価
格
が
一
億
七
〇
〇

〇
万
円
以
上
と
な
る
こ
と
か

ら
、
議
会
の
議
決
が
求
め
ら

れ
ま
し
た
。

そ
れ
ぞ
れ
の
事
業
、
委
託

金
額
、
契
約
の
相
手
方
は
、

①
真
田
・
北
金
目
地
区
に
お

け
る
公
共
下
水
道
施
設
の
設

置
事
業
委
託
契
約
、
二
億
六

三
〇
〇
万
円
、
都
市
基
盤
整

備
公
団
神
奈
川
地
域
支
社
、
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報
告
の
と
お
り
賛
成
多
数
で

可
決
し
ま
し
た
。

人
権
擁
護
委
員

推
薦
に
同
意

本
市
の
人
権
擁
護
委
員
一

〇
氏
の
内
、
任
期
満
了
を
迎

え
る
四
氏
の
後
任
の
推
薦
に

当
た
り
、
議
会
の
同
意
を
求

め
ら
れ
ま
し
た
。

今
回
推
薦
さ
れ
た
方
々
は
、

山
田
源
藏
氏
（
市
内
立
野
町
）、

松
井
洋
子
氏
（
市
内
黒
部
丘
）、

鈴
木
幸
弘
氏
（
市
内
明
石
町
）、

齋
藤
美
代
子
氏
（
市
内
西
真

土
）
で
す
。

議
会
で
は
、
各
氏
と
も
適

任
者
と
し
て
、
市
長
の
推
薦

に
同
意
し
ま
し
た
。

永
年
勤
続
議
員
に

表
彰
状
を
伝
達

市
議
会
議
員
在
職
二
五
年

の
後
藤
輝
彦
副
議
長
（
無
所

属
）
は
、
永
年
に
わ
た
っ
て

地
方
自
治
の
発
展
に
貢
献
し

た
功
績
に
よ
り
、
全
国
お
よ

び
関
東
市
議
会
議
長
会
か
ら

表
彰
さ
れ
ま
し
た
。

そ
こ
で
、
市
議
会
で
は
六

月
定
例
会
の
初
日
に
、
陶
山

議
長
か
ら
表
彰
状
の
伝
達
披

露
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
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